
社会福祉法人 西宮市社会福祉協議会 

「青葉園事業課」臨時職員 募集要項 

 

１．業務内容 

重度心身障害者（通所者）への機能訓練及び指導（理学療法業務） 

 

２．資格要件 

理学療法士の資格を有する者 

 

３．採用予定人員  １名 

 

４．採用試験 

  （１）試験内容  面接試験 

  （２）試験日時  随時（個別に指定） 

  （３）試験会場  西宮市総合福祉センター（西宮市染殿町８－１７） 

 

５．待遇・勤務形態 

・勤務日数  月曜日から金曜日の間で週２日程度勤務  

・勤務時間  １０時００分～１６時００分の間で２時間程度 

   ・日  給  ４，３９６円（時給２，１９８円） 

   ・勤務場所  地域活動センター青葉園（西宮市染殿町８－１７） 

          または、地域活動センターふれぼの（西宮市中前田町１－２３） 

   ・そ の 他 

     ・他に、通勤手当・超過勤務手当・臨時賞与等を規定に基づいて支給します。 

・契約は、令和９年３月３１日までとします。（契約を更新する場合もあります） 

 

６．申込手続（問い合わせ先） 午前９時～午後５時（※土曜日・日曜日、祝日を除く） 

・市販の履歴書、資格証明書類写し、試験結果通知用封筒１通（市販の定形封筒〈長形３号：12cm×23.5cm〉に宛 

名を明記し、１１０円切手を貼付）を、下記へ郵送又は持参下さい。 

      社会福祉法人西宮市社会福祉協議会 青葉園事業課 「臨時職員（理学療法士）募集」係 

      〒662-0913 西宮市染殿町８－１７（西宮市総合福祉センター内） ℡ 0798-35-0013 

 

７．採 用 

    合否については、文書にてお知らせします。 

合格者は、本会の指定する機関で健康診断を受診していただきます。就業に差支えのあるような異常が認められな 

ければ、本会の指定する日付で採用の予定です。 

 

８．その他 

  （１）履歴書事項を偽って記載したことが判明したときは、合格を取り消します。 

  （２）採用までに心身の故障により職員としての適格性を欠くに至った場合、又は職員となるにふさわしくない非行 

があった場合は合格を取り消します。 

  （３）本会の個人情報保護規程に基づき、提出書類については、採用試験に関するためにのみ利用いたします。 

     なお、履歴書、その他の書類についての返却はできません。 


